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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

 

回次
第51期

第１四半期累計期間
第52期

第１四半期累計期間
第51期

会計期間
自 2022年１月１日
至 2022年３月31日

自 2023年１月１日
至 2023年３月31日

自 2022年１月１日
至 2022年12月31日

売上高 (千円) 11,671,445 10,678,254 43,567,596

経常利益 (千円) 250,896 323,511 907,735

四半期(当期)純利益 (千円) 171,342 217,111 567,209

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,297,430 2,297,430 2,297,430

発行済株式総数 (千株) 8,680 8,680 8,680

純資産額 (千円) 9,436,129 10,050,954 9,878,144

総資産額 (千円) 143,160,650 151,496,507 144,193,832

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 23.10 29.20 76.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 8.00

自己資本比率 (％) 6.6 6.6 6.9
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、重要性の乏しい非連結子会社のみのため記載しておりませ

ん。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限が緩和され、社

会・経済活動は正常化の方向に向かっております。一方、長期化しているウクライナ情勢に起因するエネルギー・

原材料価格の高騰や半導体の供給不足、更に欧米各国の金融引締め等による世界的な景気後退懸念などにより、先

行きが不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社は、営業部門の組織体制を一部変更し、新中期経営計画「NL Build-Up！2023-2025」の

基本方針に掲げた「質の向上」の実現を目指しスタートしました。その結果、当第１四半期累計期間における新規受

注高は11,060百万円（前年同四半期比5.8%減、計画比7.1%増）となりました。

当第１四半期累計期間の売上高は、リース売上高は増加しましたが、割賦契約の大幅な減少等により10,678百万

円（前年同四半期比8.5%減）となりました。売上高は減少しましたが、不良債権処理費用の減少等により営業利益

は262百万円（同18.3%増）、経常利益は324百万円（同28.9%増）、四半期純利益は217百万円（同26.7%増）となり

ました。

セグメント別の経営成績は以下のとおりであります。なお、各セグメントにおける売上高については「外部顧客

に対する売上高」の金額、セグメント利益については報告セグメントの金額を記載しております。

　

［リース・割賦・営業貸付］

当セグメントの新規受注高は10,792百万円（前年同四半期比5.2％減、計画比12.1%増）、営業資産残高は

108,640百万円（前期末比0.9％増）となりました。売上高は、リース売上高は増加しましたが、割賦契約の大幅な

減少等により9,634百万円（前年同四半期比9.6％減）、セグメント利益は不良債権処理費用の減少等により156百

万円（同46.8％増）となりました。

　

［不動産賃貸］

当セグメントの新規受注高は230百万円（前年同四半期比35.2％減）、営業資産残高は17,810百万円（前期末比

0.6％減）となりました。売上高は1,022百万円（前年同四半期比1.6％増）、セグメント利益は修繕費の増加等に

より270百万円（同1.0％減）となりました。

　

［その他］

当セグメントの新規受注高は37百万円（前年同四半期比275.0％増）、営業資産残高は211百万円（前期末比

41.6％増）となりました。ヘルスケアサポート事業部のリース売上高の増加等により、売上高は22百万円（前年同

四半期比178.5％増）、セグメント利益は9百万円（同29.6％増）となりました。

 

(2) 財政状態の状況

当第１四半期会計期間末の総資産は前期末比7,303百万円増加し151,497百万円となりました。これは主に現金及

び預金並びにリース投資資産の増加によるものです。

負債合計は前期末比7,130百万円増加し141,446百万円となりました。これは主に債権流動化に伴う長期支払債務

の増加によるものです。

純資産合計は前期末比173百万円増加し10,051百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるもので

す。

 
(3) 営業取引の状況
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①契約実行高

セグメントの名称

当第１四半期累計期間

金額（千円） 前年同四半期比（％）

リース・割賦・
営業貸付事業

ファイナンス・リース 8,985,120 119.1

オペレーティング・リース ― ―

割賦販売事業 2,477,165 58.6

営業貸付事業 80,031 17.9

リース・割賦・営業貸付事業計 11,542,316 94.5

不動産賃貸事業 120,645 190.8

その他 37,461 375.0

合計 11,700,421 95.2
 

(注) ファイナンス・リース、割賦販売事業及び不動産賃貸事業については取得した資産の購入金額、オペレーティ

ング・リースについては賃貸物件の取得価額を表示しております。なお、再リース取引の実行額は含んでおり

ません。

 
②営業資産残高　

セグメントの名称

前事業年度末
(2022年12月末日)

当第１四半期会計期間末
(2023年12月期第１四半期)

期末残高(千円) 構成比(％) 期末残高(千円) 構成比(％)

リース・割賦・
営業貸付事業

ファイナンス・リース 80,696,956 64.2 82,598,713 65.2

オペレーティング・リース 272,259 0.2 263,211 0.2

割賦販売事業 24,953,998 19.9 24,101,065 19.0

営業貸付事業 1,711,703 1.4 1,676,797 1.3

リース・割賦・営業貸付事業計 107,634,916 85.6 108,639,787 85.8

不動産賃貸事業 17,923,166 14.3 17,809,527 14.1

その他 149,263 0.1 211,391 0.2

合計 125,707,345 100.0 126,660,705 100.0
 

(注) リース・割賦・営業貸付事業のうち、ファイナンス・リースについてはリース債権及びリース投資資産残高

を、オペレーティング・リースについては賃貸物品の帳簿価額を、割賦販売事業については割賦債権額を表示

しております。

 

(4) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(6) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 27,000,000

計 27,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2023年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年５月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,679,800 8,679,800 札幌証券取引所
(注)
単元株式数　100株

計 8,679,800 8,679,800 ― ―
 

(注)　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年３月31日 ― 8,679,800 ― 2,297,430 ― 2,137,430
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2023年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

9,362 (注１、２)
1,236,200

完全議決権株式(その他)
普通株式

74,368 (注１、３)
7,436,800

単元未満株式
普通株式

― (注１、４)
6,800

発行済株式総数 8,679,800 ― ―

総株主の議決権 ― 83,730 ―
 

(注) １　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２　当社所有の自己株式が300,000株、株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が所有する当社株式が936,200株

含まれております。

３　証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権の数2個)含まれております。

４　当社所有の自己株式が55株含まれております。

 

② 【自己株式等】

2023年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)      

中道リース株式会社
北海道札幌市中央区北１
条東３丁目３番地

300,000 936,200 1,236,200 14.24

計 ― 300,000 936,200 1,236,200 14.24
 

(注)　他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度
の信託財産として拠出

株式会社日本カストディ銀行
（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１丁目８-
12

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)

に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(2023年１月１日から2023年３月

31日まで)及び第１四半期累計期間(2023年１月１日から2023年３月31日まで)に係る四半期財務諸表について、瑞輝監

査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

  資産基準                0.2％

  売上高基準              2.2％

  利益基準                0.5％

  利益剰余金基準          0.9％

  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

 

EDINET提出書類

中道リース株式会社(E04801)

四半期報告書

 7/19



１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2022年12月31日)
当第１四半期会計期間
(2023年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,251,638 12,301,698

  割賦債権 ※1,※2  24,953,998 ※2  24,105,771

  リース債権及びリース投資資産 ※1,※2  80,764,618 ※2  82,724,131

  営業貸付金 259,343 274,360

  その他の営業貸付債権 1,452,361 1,402,436

  賃貸料等未収入金 2,602,755 3,244,404

  その他の流動資産 810,354 787,890

  貸倒引当金 △905,435 △856,336

  流動資産合計 117,189,630 123,984,355

 固定資産   

  有形固定資産   

   賃貸資産 18,175,627 18,050,924

   社用資産 52,121 51,251

   有形固定資産合計 18,227,748 18,102,175

  無形固定資産 89,841 97,662

  投資その他の資産   

   その他の投資 8,679,306 9,332,495

   貸倒引当金 △68,348 △99,329

   投資その他の資産合計 8,610,958 9,233,166

  固定資産合計 26,928,547 27,433,003

 繰延資産 75,654 79,149

 資産合計 144,193,832 151,496,507

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※1  708,323 573,491

  買掛金 3,802,199 4,911,974

  短期借入金 2,770,000 2,270,000

  1年内返済予定の長期借入金 34,085,657 33,700,649

  1年内償還予定の社債 1,710,000 1,880,000

  
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

228,946 171,956

  未払法人税等 221,909 78,703

  役員賞与引当金 50,000 -

  賞与引当金 106,192 68,203

  その他の流動負債 2,360,057 2,645,238

  流動負債合計 46,043,282 46,300,214
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2022年12月31日)
当第１四半期会計期間
(2023年３月31日)

 固定負債   

  社債 5,948,600 6,368,600

  長期借入金 66,061,650 63,474,745

  債権流動化に伴う長期支払債務 7,061,478 16,146,843

  退職給付引当金 79,109 79,196

  受取保証金 6,183,634 6,172,282

  資産除去債務 1,035,279 1,040,582

  その他の固定負債 1,902,655 1,863,091

  固定負債合計 88,272,405 95,145,339

 負債合計 134,315,688 141,445,553

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,297,430 2,297,430

  資本剰余金 2,137,430 2,137,430

  利益剰余金 5,500,026 5,657,676

  自己株式 △215,222 △213,872

  株主資本合計 9,719,665 9,878,664

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 158,480 172,290

  評価・換算差額等合計 158,480 172,290

 純資産合計 9,878,144 10,050,954

負債純資産合計 144,193,832 151,496,507
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2023年１月１日
　至 2023年３月31日)

売上高 11,671,445 10,678,254

売上原価 10,776,395 9,843,289

売上総利益 895,050 834,965

販売費及び一般管理費 673,730 573,247

営業利益 221,320 261,718

営業外収益   

 受取利息 120 69

 受取配当金 664 951

 匿名組合投資利益 42,194 75,115

 償却債権取立益 150 -

 その他の営業外収益 123 111

 営業外収益合計 43,251 76,246

営業外費用   

 支払利息 10,303 12,293

 支払手数料 3,371 2,159

 その他の営業外費用 - 1

 営業外費用合計 13,675 14,453

経常利益 250,896 323,511

特別損失   

 投資有価証券評価損 - 1,298

 特別損失合計 - 1,298

税引前四半期純利益 250,896 322,213

法人税、住民税及び事業税 112,633 82,130

法人税等調整額 △33,079 22,972

法人税等合計 79,554 105,102

四半期純利益 171,342 217,111
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項

に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用する

こととしております。なお、四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。

 
(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、従業員に対する福利厚生サービスを目的として、受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式

を交付する取引を行っております。　

(1) 取引の概要

　 予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株式を給付す

る仕組みです。当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポイントに

相当する当社株式を給付します。なお退職者に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭によ

り将来分も含め取得し、信託財産として分別管理しております。

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015

年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

　 信託における帳簿価額は、前事業年度119,931千円、当第１四半期会計期間118,551千円であります。信託が保

有する自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。　

　 期末株式数は、前事業年度947,100株、当第１四半期会計期間936,200株であり、期中平均株式数は、前第１四

半期累計期間962,700株、当第１四半期累計期間944,375株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、１株

当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。

 
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

前事業年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

関する仮定について重要な変更はありません。
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(四半期貸借対照表関係)

※1　四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に含まれ

ております。

 
    (1)受取手形

　
前事業年度

（2022年12月31日）
当第１四半期会計期間
（2023年３月31日）

(貸借対照表上の科目)

割賦債権

リース投資資産

 
40,508千円

18,006千円

 
―千円

―千円

受取手形計 58,514千円 ―千円
 

 

    (2)支払手形

　
前事業年度

（2022年12月31日）
当第１四半期会計期間
（2023年３月31日）

(貸借対照表上の科目)

支払手形

 
114,362千円

 
―千円

 

 
※2　債権の証券化による劣後信託受益権残高

　
前事業年度

（2022年12月31日）
当第１四半期会計期間
（2023年３月31日）

(貸借対照表上の科目)

割賦債権

リース投資資産

 
10,096千円

1,826,276千円

 
10,492千円

1,812,424千円

合計 1,836,372千円 1,822,916千円
 

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

　
前第１四半期累計期間
（自　2022年１月１日
 至　2022年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　2023年１月１日
 至　2023年３月31日）

減価償却費 282,545千円 281,448千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年３月17日
定時株主総会

普通株式 74,172 10.00 2021年12月31日 2022年３月18日 利益剰余金
 

(注)　株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)所有の当社株式962,700株は、株主資本において自己株式として計上

しているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より9,627千円を除いております。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第１四半期累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)
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１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2023年３月23日
定時株主総会

普通株式 59,462 8.00 2022年12月31日 2023年３月24日 利益剰余金
 

(注)　株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)所有の当社株式947,100株は、株主資本において自己株式として計上

しているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より7,577千円を除いております。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後とな

るもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 （単位：千円）

　 報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期損

益　計算書

計上額

（注）３

　 リース・割賦
・営業貸付 不動産賃貸 計

売上高 　    　 　 　

　外部顧客への売上高 10,657,267 1,006,445 11,663,712 7,733 11,671,445 ― 11,671,445

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 10,657,267 1,006,445 11,663,712 7,733 11,671,445 ― 11,671,445

セグメント利益 106,468 272,684 379,152 7,114 386,266 △164,946 221,320
 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ヘルスケアサポート事業等を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△164,946千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 （単位：千円）

　 報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期損

益　計算書

計上額

（注）３

　 リース・割賦
・営業貸付 不動産賃貸 計

売上高 　    　 　 　

　外部顧客への売上高 9,634,453 1,022,261 10,656,715 21,539 10,678,254 ― 10,678,254

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 9,634,453 1,022,261 10,656,715 21,539 10,678,254 ― 10,678,254

セグメント利益 156,339 269,971 426,310 9,220 435,530 △173,812 261,718
 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ヘルスケアサポート事業等を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△173,812千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(収益認識関係)

収益認識に関する会計基準等の対象となる収益に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間
(自　2022年１月１日
 至　2022年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　2023年１月１日
 至　2023年３月31日)

 １株当たり四半期純利益金額 23.10円 29.20円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 171,342 217,111

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額 (千円) 171,342 217,111

普通株式の期中平均株式数(株) 7,417,201 7,435,415
 

(注) １　株主資本において自己株式として計上されている株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)所有の当社株式

は、「１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて

おります。なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第１四半期累計期間962,700株、当第１四半

期累計期間944,375株であります。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2023年５月10日

中道リース株式会社

取締役会  御中

瑞輝監査法人

　北海道札幌市
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 西　　　　 俊 　輔  

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大  浦   崇  志  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中道リース株式

会社の2023年１月１日から2023年12月31日までの第52期事業年度の第１四半期会計期間（2023年１月１日から2023年３

月31日まで）及び第１四半期累計期間（2023年１月１日から2023年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、中道リース株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
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められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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